
 1 / 14 

 

裾野市既存建築物耐震性向上事業費補助金交付要綱取扱要領 

 

第１ 通則 

裾野市既存建築物耐震性向上事業費補助金の交付に関しては、この取扱要領に定めると

ころによる。 

 

第２ 定義 

 この要領における用語の定義は、それぞれ交付要綱に定めるところによるほか、住宅・

建築物耐震改修等事業制度要綱(国住指第 3249－2 号)、地方防災拠点建築物整備緊急促進

事業補助金交付要綱(国住街第 222 号、国住市第 155 号)、プロジェクト「TOUKAI－０」総

合支援事業費補助金交付要綱(住安第２号－２)による。 

 

第３ 補助対象事業と採択基準 

（１）建築物の耐震診断事業 

交付要綱別表 1の 1に定める既存建築物の耐震診断を行う事業とする。 

（２）非木造住宅の耐震診断事業 

    交付要綱別表 1の 2に定める既存住宅又は既存マンションの耐震診断を行う事業と

する。 

（３）木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型) 

交付要綱別表第 1の 3に定める既存木造住宅の補強計画を策定及び耐震補強工事で、

次の各号のいずれかに該当する補強計画の策定と耐震補強工事する。 

ア 耐震補強工事を行った後に、耐震評点が 1.0以上となる補強計画と耐震補強工事 

ただし、耐震評点が 0.3以上上がるものに限る。 

イ 新工法を採用する等、アと同等以上の効果が認められる補強計画と耐震補強工事 

（４）木造住宅の移転事業 

   交付要綱別表第 1 の 4 に定める木造住宅の移転事業で、耐震診断の結果、評点 1.0

未満である既存住宅を全部除去し、耐震性のある既存住宅等(自ら所有する住宅を除

く。)に住み替える事業とする。 

（５）非木造住宅の補強計画策定事業 

交付要綱別表第 1の 5に定める非木造の既存住宅の補強計画策定を行う事業で、耐

震診断の結果、Is（構造耐震指標）/ET（静岡県耐震判定指標値）＜1.0であった建築

物が Is/ET≧1.0となる補強計画策定を行う事業とする。 

（６）建築物の補強計画策定事業 

交付要綱別表第 1の 6に定める既存建築物又はマンションの補強計画策定を行う事

業で、耐震診断の結果、Is（構造耐震指標）/ET（静岡県耐震判定指標値）＜1.0であ

った建築物が Is/ET≧1.0となる補強計画策定を行う事業とする。 
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（７）非木造住宅の耐震化事業 

交付要綱別表第 1の 7に定める非木造の既存住宅の耐震改修工事を行う事業で、耐

震診断の結果、Is/ET＜1.0であった建築物が、耐震改修工事を行った後に Is/ET≧1.0

となる耐震改修工事を行う事業。 

（８）建築物の耐震化事業 

交付要綱別表第 1の 8に定める既存建築物の耐震改修工事を行う事業で、耐震診断

の結果、Is/ET＜1.0 であった建築物が、耐震改修工事を行った後に Is/ET≧1.0 とな

る耐震改修工事を行う事業。 

（９）要安全確認計画記載建築物の補強計画策定事業 

交付要綱別表第 1の 9に定める要安全確認計画記載建築物の補強計画を策定する事 

業で、耐震診断の結果、Is(構造体新指標)/ET(静岡県耐震判定指標値)＜1.0であった 

  建築物が Is/ET≧1.0となる補強計画策定を行う事業とする。 

（１０）要安全確認計画記載建築物の耐震化事業 

交付要綱別表第 1の 10に定める要安全確認計画記載建築物の耐震改修、建替え又は 

  除却工事を実施する事業で、耐震診断の結果、Is/ET＜1.0 であった建築物が、耐震改

修工事を行った後に Is/ET≧1.0となる耐震改修工事を行う事業とする。 

 

第４ 耐震診断等の方法 

 交付要綱による既存建築物の耐震診断及び補強後の耐震性の評価は、平成 18 年１月 25

日国土交通省告示第 184 号の別添による方法（国土交通大臣がこれと同等以上と認める方

法を含む）とする。なお、非木造の既存建築物については ET値（静岡県耐震判定指標値）

を用いて耐震性能を評価すること。 

 

第５ 耐震診断等の実施者 

既存建築物の耐震診断及び補強計画の策定は、静岡県耐震診断補強相談士又はそれらの

者と同等の知識を有する者のいる建築士事務所が行うものとする。ただし、木造住宅の耐

震改修事業(補強計画一体型)における補強計画の策定及び木造住宅の移転事業における採

択要件を確認するための耐震診断は、建築士事務所に所属する静岡県耐震診断補強相談士

が行うものとする。 

 

第６ 添付書類 

 要綱に規定する交付の申請、変更等承認及び実績報告をするときは、要綱に定めるもの

のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 

 

（１）建築物の耐震診断事業 

ア 交付申請 各 1部 
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（ア）耐震診断経費の見積書の写し 

（イ）昭和 56年 5月 31日以前に建築（10㎡以上の増築、改築を含む）したことを証

明するもので下記のいずれかの書類の写し 

a 建築確認通知書 

b 固定資産課税台帳登録証明書（家屋） 

c 登記事項証明書（家屋） 

（ウ）静岡県耐震診断補強相談士又はそれらの者と同等の知識を有する者の確認を証

するもの 

（エ）案内図（縮尺 2,500分の１以上の地図） 

（オ）耐震診断実施建築物の配置図及び平面図 

（カ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（キ）その他市長が必要と認めたもの。 

 

イ 変更等の承認申請 各 1部 

（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 完了実績報告 各 1部 

（ア）耐震診断経費の領収書等の写し 

（イ） 耐震診断結果報告書の写し 

     耐震診断結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

・ 建築物の名称、所有者、所在地、用途、診断者の名称、住所、診断年月日 

・ 構造部材強度 

コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力、その他 

・ 耐震診断の方針 

・ 診断結果の概要 

・ 建築物の性質 

・ 総合所見 

・ 平面図、伏図、軸組図 

（ウ）耐震診断評定書の写し 

 評定は、耐震評定委員会（社団法人静岡県建築士事務所協会内）SPRC 委員会

（財団法人日本建築防災協会内）等第三者機関的な委員会に諮るものとする。 

ただし、次に掲げる建築物の診断結果については、この限りでない。 

（a） 次のいずれかに該当する鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物 

・延べ面積  1,000平方メートル未満 

・地上階数  2以下 

（b） 次のいずれにも該当する木造の建築物 
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・延べ面積  1,000平方メートル以下（平屋建てのものは除く） 

・高さ    13メートル以下 

・軒の高さ  9メートル以下 

・階数    2以下 

（c） 同一申請者が複数の建築物を耐震診断する場合で、次のすべてに該当し、

なおかつ１棟分の耐震診断評定書の写しがあるもの 

・建築物構造が同一 

・建築規模が同程度 

・建築時期が同程度 

（d） 市長が不要と認める建築物 

（２）非木造住宅の耐震診断事業 

ア 交付申請 各 1部 

（ア）耐震診断経費の見積書の写し 

（イ）昭和 56年 5月 31日以前に建築（10㎡以上の増築、改築を含む）したことを証

明するもので下記のいずれかの書類の写し 

a 建築確認通知書 

b 固定資産課税台帳登録証明書（家屋） 

c 登記事項証明書（家屋） 

（ウ）静岡県耐震診断補強相談士又はそれらの者と同等の知識を有する者の確認を証

するもの 

（エ）案内図（縮尺 2,500分の１以上の地図） 

（オ）耐震診断実施住宅の配置図及び平面図 

（カ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（キ）その他市長が必要と認めたもの。 

 

イ 変更等の承認申請 各 1部 

（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 完了実績報告 各 1部 

（ア）耐震診断経費の領収書等の写し 

（ロ） 耐震診断結果報告書の写し 

     耐震診断結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

・ 建築物の名称、所有者、所在地、用途、診断者の名称、住所、診断年月日 

・ 構造部材強度 

コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力、その他 

・ 耐震診断の方針 
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・ 診断結果の概要 

・ 建築物の性質 

・ 総合所見 

・ 平面図、伏図、軸組図 

（ウ）耐震診断評定書の写し 

 評定は、耐震評定委員会（社団法人静岡県建築士事務所協会内）SPRC 委員会

（財団法人日本建築防災協会内）等第三者機関的な委員会に諮るものとする。 

ただし、次に掲げる建築物の診断結果については、この限りでない。 

(a)  次のいずれかに該当する鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物 

・延べ面積  1,000平方メートル未満 

・地上階数  2以下 

(b)  同一申請者が複数の建築物を耐震診断する場合で、次のすべてに該当し、

なおかつ１棟分の耐震診断評定書の写しがあるもの 

・建築物構造が同一 

・建築規模が同程度 

・建築時期が同程度 

(c)  市長が不要と認める建築物 

 

（３）木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型) 

ア 交付申請 各 1部 

（ア）耐震計画策定経費の見積書の写し 

（イ）耐震補強工事に要する経費の見積書（概算）の写し 

（ウ）昭和 56年 5月 31日以前に建築（10㎡以上の増築、改築を含む）したことを証

明するもので下記のいずれかの書類の写し 

a 建築確認通知書 

b 固定資産課税台帳登録証明書（家屋） 

c 登記事項証明書（家屋） 

（エ）耐震診断結果報告書（わが家の専門家診断等） 

（オ）静岡県耐震診断補強相談士又はそれらの者と同等の知識を有する者の確認を証

するもの 

（カ）案内図（縮尺 2,500分の１以上の地図） 

（キ）補強計画と耐震補強工事実施建築物の配置図及び平面図 

（ク）高齢者のみが居住する住宅等へ補助額の割増しを行う場合は、それらを証明で

きる書類 

（ケ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（コ）その他市長が必要と認めたもの。 
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イ 変更等の承認申請 各 1部 

（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 設計確認 各 1部 

（ア）耐震補強工事に要する経費の見積書の写し 

（イ）耐震診断・補強計画の評点算定根拠 

（ウ）補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 

（エ）その他市長が必要と認めたもの 

 

エ 完了実績報告 各 1部 

（ア）補強計画策定経費の領収書等の写し 

（イ）耐震補強工事経費の領収書等の写し 

（ウ）耐震補強工事施工平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 

（エ）施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時の写真 

（オ）工事監理報告書等の写し 

（カ）その他市長が必要と認めたもの 

 

（４）木造住宅の移転事業 

ア 交付申請 各 1部 

（ア）耐震診断結果報告書の写し 

耐震診断結果報告書には、次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

・耐震診断の評点及び算定根拠 

   （イ）除却工事実施建築物の配置図 

(ウ）移転に係る経費の見積書の写し 

（エ）昭和 56年 5月 31日以前に建築（10㎡以上の増築、改築 

を含む）したことを証明するもので下記のいずれかの書 

類の写し 

a 建築確認通知書 

b 固定資産課税台帳登録証明書（家屋） 

c 登記事項証明書（家屋） 

（オ）高齢者のみが居住する住宅等を証明できる書類 

（カ）案内図（縮尺 2,500分の１以上の地図） 

（キ）除却工事前の写真 

（ク）移転先の建築物に耐震性があることを証明することがで 
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きる次のいずれかの書類の写し 

a 建築確認通知書 

b 固定資産課税台帳登録証明書（家屋） 

c 登記事項証明書（家屋） 

（ケ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（コ）その他市長が必要と認めたもの 

 

イ 変更等の承認申請 各 1部 

（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 完了実績報告 各 1部 

（ア） 移転先住所地の住民票の写し 

（イ） 除却後の写真 

（ウ） 建築物の除却届の写し 

（エ） 移転に係る経費の領収書の写し 

（オ） その他市長が必要と認めたもの 

 

（５）非木造住宅の補強計画策定事業 

ア 交付申請 各 1部 

（ア）耐震診断結果報告書 

耐震診断結果報告書には、次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

・耐震診断の評点及び算定根拠 

   (イ) 耐震診断評定書の写し 

評定は、評定委員会（財団法人静岡県建築設計事務所協会内）、ＳＰＲＣ委員

会（財団法人日本建築防災協会内）等第三者機関的な委員会に諮るものとする。 

ただし、次に掲げる建築物の診断結果については、この限りでない。 

(a)次のいずれかに該当する鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物 

  ・延べ面積  1,000平方メートル未満 

  ・地上階数  2以下 

(b) 同一申請者が複数の建築物を耐震診断する場合で、次の全てに該当し、な

おかつ１棟分の耐震診断評定書の写しがあるもの 

・ 建築物構造が同一 

・ 建築規模が同程度 

・ 建築時期が同程度 

(c) 市長が不要と認める建築物 
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（ウ）補強計画策定経費の見積書の写し 

（エ）静岡県耐震診断補強相談士またはそれらの者と同等の知識を有する者の確認を

証するもの 

（オ）案内図（縮尺 2,500分の１以上の地図） 

（カ）補強計画実施建築物の配置図及び平面図 

（キ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（ク）その他市長が必要と認めたもの。 

 

イ 変更等の承認申請 各 1部 

（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 完了実績報告 各 1部 

（ア）補強計画結果報告書 

補強計画結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の所有者、所在地、用途・規模、補強計画策定者の名称・住所 

・補強計画の評点及び算定根拠 

・補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 

（イ） 補強計画策定経費の領収書等の写し 

 

（６）建築物の補強計画策定事業 

ア 交付申請 各 1部 

（ア）耐震診断結果報告書の写し 

耐震診断結果報告書には、次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の名称、所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年

月日 

・構造部強度 

コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力、その他 

・耐震診断の方針 

・診断結果の概要 

・建築物の性質 

・総合所見 

・平面図、伏図、軸組図 

（イ）耐震診断評定書の写し 

評定は、評定委員会（財団法人静岡県建築設計事務所協会内）、ＳＰＲＣ委員

会（財団法人日本建築防災協会内）等第三者機関的な委員会に諮るものとする。 

ただし、次に掲げる建築物の診断結果については、この限りでない。 
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(a)次のいずれかに該当する鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物 

  ・延べ面積  1,000平方メートル未満 

  ・地上階数  2以下 

(b)次のいずれにも該当する木造の建築物 

  ・延べ面積  1,000平方メートル以下（平屋建てのものは除く） 

  ・高さ    13メートル以下 

  ・軒の高さ  9メートル以下 

  ・階数    2以下 

(c)同一申請者が複数の建築物を耐震診断する場合で、次の全てに該当し、なお

かつ１棟分の耐震診断評定書の写しがあるもの 

・ 建築物構造が同一 

・ 建築規模が同程度 

・ 建築時期が同程度 

(d)市長が不要と認める建築物 

（ウ）補強計画策定経費の見積書の写し 

（エ）静岡県耐震診断補強相談士またはそれらの者と同等の知識を有する者の確認を

証するもの 

（オ）案内図（縮尺 2,500分の１以上の地図） 

（カ）補強計画実施建築物の配置図 

（キ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（ク）その他市長が必要と認めたもの。 

 

イ 変更等の承認申請 各 1部 

（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 完了実績報告 各 1部 

（ア）補強計画結果報告書 

補強計画結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の所有者、所在地、用途・規模、補強計画策定者の名称・住所 

・補強計画の評点及び算定根拠 

・補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 

（イ）耐震改修促進法に基づく認定通知書又は建築基準法の全体計画の認定書の写し 

（ウ）補強計画策定経費の領収書等の写し 

 

（７）非木造住宅の耐震化事業 

ア 交付申請 各 1部 
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申請書には次の書類を添付する。 

（ア）耐震診断結果報告書及び補強計画結果報告書 

耐震診断結果報告書及び補強計画結果報告書には次の事項を記載した書類を

添付する。 

・建築物の名称、所在地、用途、診断者の名称、住所、診断年月日 

・耐震診断・補強計画の評点及び算定根拠 

・補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 

（イ） 耐震補強工事経費の見積書の写し 

（ウ）耐震補強工事実施建築物の配置図 

（エ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（オ）その他市長が必要と認めたもの。 

 

イ 変更等の承認申請 各 1部 

（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 完了実績報告 各 1部 

（ア）耐震診断結果報告書の写し 

耐震補強工事結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

・補強計画の評点及び算定根拠（補強内容に変更がある場合に限る。） 

・補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 

・補強工事写真 

（イ）耐震補強工事経費の領収書等の写し 

 

（８）建築物の耐震化事業 

ア 交付申請 各 1部 

申請書には次の書類を添付する。 

（ア）耐震改修工事見積書の写し 

（イ）耐震改修促進法に基づく認定通知書、建築基準法の全体計画の認定書 

（ウ）耐震診断評定書の写し 

評定は、評定委員会（財団法人静岡県建築設計事務所協会内）、ＳＰＲＣ委員

会（財団法人日本建築防災協会内）等第三者機関的な委員会に諮るものとする。 

ただし、次に掲げる建築物の診断結果については、この限りでない。 

(a)次のいずれかに該当する鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物 

  ・延べ面積  1,000平方メートル未満 

  ・地上階数  2以下 
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(b)次のいずれにも該当する木造の建築物 

  ・延べ面積  1,000平方メートル以下（平屋建てのものは除く） 

  ・高さ    13メートル以下 

  ・軒の高さ  9メートル以下 

  ・階数    2以下 

(c)同一申請者が複数の建築物を耐震診断する場合で、次の全てに該当し、なお

かつ１棟分の耐震診断評定書の写しがあるもの 

・ 建築物構造が同一 

・ 建築規模が同程度 

・ 建築時期が同程度 

(d)市長が不要と認める建築物 

（エ）工事概要図面の写し 

（オ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（カ）その他市長が必要と認めたもの。 

 

イ 変更等の承認申請 各 1部 

（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 完了実績報告 各 1部 

完了報告書には次の書類を添付する。 

（ア）事業の完成を確認できる全景写真 

（イ）建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による計画の認定事務取扱要領

（平成 9 年 3 月 25 日付け建第 1187 号建築課長通知。以下｢認定事務取扱要領｣

とする。）による工事完了確認書又は全体計画の認定のうち当該耐震補強に係る

工事の検査済証の写し 

（ウ）耐震改修工事経費の領収書等の写し 

 

（９）要安全確認計画記載建築物の補強計画策定事業 

  ア 交付申請 各 1部 

（ア）改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確

認書（平成 25 年 10 月 4 日国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室

事務連絡 様式 1）の写し 

（イ）耐震診断結果報告書の写し 

耐震診断結果報告書には、次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

・構造部強度 
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コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力、その他 

・耐震診断の方針 

・診断結果の概要 

・建築物の性質 

・総合所見 

・配置図、平面図、立面図、伏図、軸組図 

（ウ）耐震診断評定書の写し（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律

第 123号。以下「法」という。）第 14条第 1号に掲げる建築物又は階数が 3以上

で床面積の合計が 1,000㎡以上の建築物に限る。） 

評定は、評定委員会（財団法人静岡県建築設計事務所協会内）、ＳＰＲＣ委員

会（財団法人日本建築防災協会内）等第三者機関的な委員会に諮るものとする。 

（エ）補強計画策定経費の見積書の写し 

（オ）静岡県耐震診断補強相談士またはそれらの者と同等の知識を有する者の確認を

証するもの 

（カ）案内図（縮尺 2,500分の１以上の地図） 

（キ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（ク）その他市長が必要と認めたもの。 

 

イ 変更等の承認申請 各 1部 

（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 完了実績報告 各 1部 

（ア）補強計画結果報告書 

補強計画結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の所有者、所在地、用途・規模、補強計画策定者の名称・住所 

・補強計画の評点及び算定根拠 

・補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 

（イ）補強計画に係る評定書の写し（法第 14 条第 1 号に掲げる建築物又は階数が 3

以上で床面積が 1,000㎡以上の建築物に限る。） 

（ウ）補強計画策定経費の領収書等の写し 

 

（１０）要安全確認計画記載建築物の耐震化事業 

ア 交付申請 各 1部 

（ア）改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確

認書（平成 25 年 10 月 4 日国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室

事務連絡 様式 1）の写し 
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（イ）補強計画結果報告書の写し（耐震改修の場合） 

補強計画結果報告書には、次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の名称、所在地、用途、診断者の名称、住所、診断年月日 

・耐震診断・補強計画の評点及び算定根拠 

・配置図、補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。）、立面図、伏図、

軸組図 

（ウ）補強計画に係る評定書の写し（法第 14 条第 1 号に掲げる建築物又は階数が 3

以上で床面積が 1,000㎡以上の建築物に限る。）（耐震改修の場合） 

評定は、評定委員会（財団法人静岡県建築設計事務所協会内）、ＳＰＲＣ委員

会（財団法人日本建築防災協会内）等第三者機関的な委員会に諮るものとする。 

（エ）事業に要する費用の見積書の写し 

（オ）耐震診断結果報告書の写し（建替え、除却の場合） 

耐震診断結果報告書には、次の事項を記載した書類を添付する。 

・建築物の所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

・構造部強度 

コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力、その他 

・耐震診断の方針 

・診断結果の概要 

・建築物の性質 

・総合所見 

・配置図、平面図、立面図、伏図、軸組図 

（カ）耐震診断評定書の写し（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律

第 123号。以下「法」という。）第 14条第 1号に掲げる建築物又は階数が 3以上

で床面積の合計が 1,000㎡以上の建築物に限る。）（建替え、除却の場合） 

評定は、評定委員会（財団法人静岡県建築設計事務所協会内）、ＳＰＲＣ委員会

（財団法人日本建築防災協会内）等第三者機関的な委員会に諮るものとする。 

   （キ）工事概要がわかる図面（耐震改修、建替えの場合） 

   （ク）既存建築物の概要がわかる図面（除却の場合） 

（ケ）静岡県耐震診断補強相談士またはそれらの者と同等の知識を有する者の確認を

証するもの（耐震改修の場合） 

（コ）計画建物の建築確認済証の写し（建替え工事の場合） 

（サ）案内図（縮尺 2,500分の１以上の地図） 

（シ）所有者以外による申請の場合は、所有者の承諾書 

（ス）その他市長が必要と認めたもの。 

 

イ 変更等の承認申請 各 1部 
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（ア）変更の内容がわかる書類 

 

ウ 完了実績報告 各 1部 

（ア）工事管理報告書等の写し（耐震改修の場合） 

   （イ）事業の完成を確認できる写真（耐震改修の場合） 

   （ウ）除却工事前の写真、除却後の写真（建替え、除却の場合） 

   （エ）新築建築物の着工の写真（建替えの場合） 

   （オ）新築建築物の完了検査済証の写し（建替えの場合） 

   （カ）建築物除却届の写し（除却の場合） 

（キ）事業の経費の領収書等の写し 

 

第７ 端数処理 

裾野市既存建築物耐震性向上事業費の補助額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てた額とする。 

 

第８ その他 

 この要領に定めるもののほかに必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 25年 6月 3日から施行し、平成 25年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要領は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和元年 5月 21日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和 2年 10月 1日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和 2年 11月 19日から施行し、令和 2年度の補助金から適用する。 

  附 則 

 この要領は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和 6年 4月 1日から施行する。 


